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午前１０時００分 開議   

○議長（舩見亮悦君） 定足数に達しており

ますので、４日目の本会議を開きます。 

 本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第４号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 議案第３０号から 

   日程第５ 議案第３４号まで 

○議長（舩見亮悦君） 日程第１ 議案第３

０号から日程第５ 議案第３４号までの計５

件を一括議題とします。 

 予算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第３０号から議案第３４号までの５議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第３０号専決処分の承認を求

めることについて（平成２４年度三沢市一般

会計補正予算（第７号））、承認、議案第３

１号平成２５年度三沢市一般会計補正予算

（第１号）、可決、議案第３２号平成２５年

度三沢市下水道事業特別会計補正予算（第１

号）、可決、議案第３３号平成２５年度三沢

市水道事業会計補正予算（第１号）、可決、

議案第３４号平成２５年度三沢市立三沢病院

事業会計補正予算（第１号）、可決とそれぞ

れ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第 ６ 議案第３５号から 

   日程第１７ 議案第４６号まで 

○議長（舩見亮悦君） 日程第６ 議案第３

５号から日程第１７ 議案第４６号までの計

１２件を一括議題とします。 

 条例等審査特別委員会の審査報告書は、お

手元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

 なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。 

 ４番奥本菜保巳議員。 

○４番（奥本菜保巳君） 私は、議案第４６

号三沢市職員の給与の臨時特例に関する条例

の制定について、反対の立場で討論いたしま

す。 

 国は、２０１２年度から２年間、国家公務

員の給与を平均７.８％引き下げるとしていま

す。それにあわせて、地方公務員に対して

は、国との給与水準の差を示すラスパイレス

指数が１００以下の水準となるよう、７月か

ら給与の引き下げを強要し、有無を言わさず

地方交付税を減額するという強硬姿勢をとっ

ています。このようなやり方に対し、地方で

は対応に苦慮しているとの報道もありまし

た。 

 琉球新報の社説の中の一文ですが、このよ

うなことが掲載されていました。 

 「今回、給与削減をさせるために国は地方

交付税を減額した。国の政策目的達成の手段

として地方交付税を使ったことになる」。 

 「今回は国による一方的措置で、全国知事

会など地方の言い分に一切、耳を貸さなかっ

た。「国と地方は対等」といううたい文句

は、どこへ行ったのか」。 

 「地方はこれまで国に先んじて人件費削減

努力を重ねてきた。全都道府県で独自の給与

削減を実施し、その額は１９９９年以降で約

２兆２千億円に及ぶ。職員数も過去１０年で
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１９％削減した」。「こうした経緯も無視し

た措置に地方が反発するのは当然だろう」。 

 「「アベノミクス」に逆行するとの批判も

ある」とあります。 

 私もこの社説に同感です。 

 今、国が進めている地方主権改革は、地域

のことは地域に住む住民が責任を持って決め

られるようにするための改革ではなかったで

しょうか。地域の事情を無視し、地方自治の

主権を脅かすやり方は容認できません。 

 また、このことから、反旗を翻している自

治体もあります。新潟県では、ラスパイレス

指数が国を上回る１０８.６となっています

が、７月からの削減を見送る方針を固めたと

あります。 

 三沢市のラスパイレス指数は１０１.１との

ことで、引き下げるほどの数値ではないと思

います。 

 おいらせ町では、今回の給与引き下げ案に

対し、議会が否決しております。 

 よって、三沢市議会においても、おいらせ

町に倣い、議員の皆さんの賛同を呼びかけ、

私の反対討論を終わります。 

○議長（舩見亮悦君） 次に、３番加澤明議

員。 

○３番（加澤 明君） 賛成討論をさせてい

ただきます。 

 議案第４６号三沢市職員の給与の臨時特例

に関する条例の制定について、賛成の立場で

討論をいたします。 

 今回の給与削減措置は、国からの要請によ

るものですが、単に地方公務員の給与が高

い、あるいは国の財政状況が厳しいというこ

とで行うものではなく、現下の最大の使命で

ある日本再生に向けて、国と地方が一丸と

なってあらゆる努力を結集する必要がある

中、当面の対応策として、平成２５年度に限

り、緊急に行われるものであります。 

 当市においては、これまで独自に管理職手

当の削減や定員の適正化など、積極的に行財

政改革の取り組みが進められております。 

 しかし、東日本大震災の記憶も新しい今、

まさに防災・減災事業に積極的に取り組むと

ともに、長引く景気低迷を受け、一層の地域

経済の活性化を図ることが喫緊の課題なので

はないでしょうか。 

 国では、平成２５年７月から、国家公務員

と同様の給与削減を実施することを前提とし

て、地方財政計画において、給与関係経費の

削減を行うこととした一方、防災・減災事業

や地域の活性化等の緊急課題に対応するた

め、給与削減額に見合った事業費が特別枠と

して計上されたところであります。 

 このような状況を踏まえ、市当局が国から

の要請を受けたとはいえ、被災地である三沢

市が職員の給与削減に踏み切ったことは、賢

明な決断ではなかったかと思います。 

 以上のことから、国の削減後の給与水準と

同等とする改正であり、三沢市職員の給与の

臨時特例に関する条例の制定については、賛

同するものであります。 

 以上。 

○議長（舩見亮悦君） 以上で、討論を打ち

切ります。 

 これより、採決します。 

 議案第４６号を除く、議案第３５号から議

案第４５号までの１１議案は、委員長報告の

とおり決することに御異議ございませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 異議ありとのことで

すが、１６番山本議員に確認いたします。 

 第何号議案に異議ありですか。 

○１６番（山本弥一君） 議案第３９号につ

いて御異議があります。 

○議長（舩見亮悦君） 議案第３９号につい

ては、起立採決することといたします。 

 これより、採決します。 

 議案第３９号及び議案第４６号を除く、議

案第３５号から議案第４５号までの１０議案

は、委員長報告のとおり決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 
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 よって、議案第３５号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市税条例の一部を改

正する条例の制定について）、承認、議案第

３６号専決処分の承認を求めることについて

（三沢市原子力発電施設等立地地域における

固定資産税の特別措置に関する条例の一部を

改正する条例の制定について）、承認、議案

第３７号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市承認企業立地計画に従って設置さ

れる施設に係る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につい

て）、承認、議案第３８号専決処分の承認を

求めることについて（三沢市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定につい

て）、承認、議案第４０号三沢市道路占用料

徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て、可決、議案第４１号三沢市火災予防条例

の一部を改正する条例の制定について、可

決、議案第４２号専決処分の承認を求めるこ

とについて（上北地方教育・福祉事務組合規

約の変更について）、承認、議案第４３号青

森県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体数の減少及び青森県市町村総合事務組合

規約の変更について、可決、議案第４４号青

森県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体数の減少及び青森県市町村職員退職

手当組合規約の変更について、可決、議案第

４５号財産の取得について、可決とそれぞれ

決しました。 

 次に、議案第３９号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（舩見亮悦君） 起立多数です。 

 よって、議案第３９号三沢市立三沢病院整

備基金条例の制定については、可決と決しま

した。 

 次に、議案第４６号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（舩見亮悦君） 起立多数です。 

 よって、議案第４６号三沢市職員の給与の

臨時特例に関する条例の制定については、可

決と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第１８ 議案第４７号 

○議長（舩見亮悦君） 日程第１８ 議案第

４７号三沢市固定資産評価審査委員会委員の

選任につき同意を求めることについてを議題

とします。 

 この議案は、昨日、当局より追加議案とし

て提出されたものです。 

 提案理由の説明を願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 議案第４７号につい

て御説明申し上げます。 

 議案第４７号は、三沢市固定資産評価審査

委員会委員の選任につき議会の同意を求める

ものであります。 

 現委員の野々宮陽子氏は、平成２５年７月

２１日をもって任期が満了することから、引

き続き野々宮陽子氏を委員として選任するた

め、提案するものであります。 

 提案を申し上げました野々宮陽子氏は、議

案書に記載しております略歴にございますよ

うに、人格、識見ともにすぐれた方でありま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（舩見亮悦君） お諮りします。 

 この議案は、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略し、本会議審議

にしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 なお、この議案は人事案件でもありますの

で、先例により、質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。これに御異議ござ
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いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

質疑・討論を省略し、直ちに採決します。 

 議案第４７号については、これに同意する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第４７号三沢市固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについては、これに同意することに決しま

した。 

───────────────── 

  ◎日程第１９ 請願第２号 

○議長（舩見亮悦君） 日程第１９ 請願第

２号青森地家裁十和田支部管内の司法の充実

に関する請願を議題とします。 

 総務文教常任委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項はあります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ただいまの委員長報

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 請願第２号は、委員長報告のとおり、採択

と決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、請願第２号青森地家裁十和田支部

管内の司法の充実に関する請願は、採択と決

しました。 

───────────────── 

◎日程第２０ 議員提出議案第４号 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２０ 議員提

出議案第４号青森地家裁十和田支部管内の司

法の充実を求める意見書案の提出についてを

議題とします。 

 提案理由の説明を願います。 

 ５番瀬崎雅弘議員の登壇を願います。 

○５番（瀬崎雅弘君） 議員提出議案第４号

青森地家裁十和田支部管内の司法の充実を求

める意見書案の提出について、その提案理由

を御説明申し上げます。 

 現在、三沢市を含む青森地家裁十和田支部

管内では、弁護士の人数が増加しているもの

の、裁判所、検察庁をはじめとする司法基盤

がこれに追いつかず、地域住民が司法サービ

スを利用する際に深刻な問題が生じており、

その解決は急務であります。 

 よって、国に対し、管内における労働審判

の開催、家庭裁判所調査官、検察官の常駐を

要請し、地域の司法基盤充実を図るため、提

案するものであります。 

 なお、詳細につきましては、議案書に記載

のとおりでございます。 

 以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い

します。 

○議長（舩見亮悦君） 次に、お手元に配付

しております意見書案を局長に朗読させま

す。 

○議会事務局長（中村健一君）  

意見書第２号 

青森地家裁十和田支部管内の司法の

充実を求める意見書(案) 

１ 長い間，青森地裁・家裁十和田支部管

内には弁護士がほとんどいなかったが，

近年開業する弁護士が相次ぎ，現在，当

地における弁護士は，十和田市内に５

名，三沢市に１名と増えてきている。こ

れにより，市民が司法サービスを受ける

機会は格段に改善されている。しかし，

裁判所・検察庁をはじめとする地域の司

法基盤はこれに追い付かず，十和田支部

管内において，後述のとおり，市民の司

法サービスを利用する際に深刻な問題が

生じており，その解決は急務である。 

２ 十和田市には，青森地方裁判所十和田

支部・青森家庭裁判所十和田支部及び青
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森地方検察庁十和田支部が置かれ，長い

間，青森地家裁八戸支部に在籍する裁判

官１名が，てん補で週３日間のみ執務し

ており，週のうち２日間は青森地家裁十

和田支部の裁判官が不在であった。平成

２５年１月より，八戸支部の裁判官２名

が交替でてん補することとなり，その結

果，木曜日のみ隔週ではあるものの，そ

れ以外は毎日裁判官が駐在することとな

り，裁判所の開廷日も増えた。特に，家

事事件の開廷日が週２日に増えること

で，今後，過密状態にある家事事件の円

滑な進行が期待できる。この点は，当地

における訴訟事件の円滑迅速な審理を実

現し，市民の裁判を受ける権利を実質的

に保障するための大きな一歩として，歓

迎の意を表したい。 

３ 一方で，現在，十和田支部において，

制度発足以来，適正迅速に労使紛争を解

決する手段として，とりわけ労働者保護

の点から重要な役割を果たしてきた労働

審判が行われていない。そのため，労働

審判による審理を求めるためには，本庁

（青森市）に申立を行い，時間と費用を

かけて本庁まで出向かなければならず，

支部管内の多くの住民にとって，制度を

利用したいと思っても実際には利用でき

ないケースが多々あった。市民から相談

を受けた弁護士において労働審判による

解決が有効な事案と考えて助言したとし

ても，労使紛争を抱えた労働者の多くは

本庁まで出向くだけの時間的経済的余裕

がなく，結果的に，十和田支部管内に住

む多くの市民が，労働審判による審理を

受けられない，という弊害が生じてい

る。 

４ また，離婚や相続といった家事事件や

少年事件は，地域の平和と安定を実現す

るために，特に適正迅速な解決が求めら

れるものである。ところが，家事事件，

少年事件において重要な役割を果たして

いる家庭裁判所調査官は，十和田支部に

は常駐しておらず，八戸支部の家裁調査

官が兼務している。そのため，当事者が

迅速に調査を実施してほしいと思って

も，その日程確保が困難で，相当先の日

時を指定されることも稀ではない。結果

的に，事件の解決までに長い期間を要す

る，解決が困難になるといった弊害が生

じている。 

５ 更に，刑事事件に関しては，青森地方

検察庁十和田支部に検察官が常駐してお

らず，青森地方検察庁八戸支部に在籍す

る検察官が，取調など必要なときだけ来

庁し執務している。そのため，十和田警

察署及び三沢警察署で逮捕勾留された身

柄事件は，最寄りの青森地方裁判所十和

田支部ではなく，全て，青森地方裁判所

八戸支部に起訴されている。そのため，

十和田支部の弁護士は，刑事記録の閲覧

や謄写をする際にも青森地検八戸支部ま

で出向かなければならず，被告人との打

合せなどの裁判の準備のために時間をと

られ，弁護士が十分な弁護活動を行う上

で支障を及ぼしかねない状態が続いてい

る。また，刑事裁判が青森地裁八戸支部

で行われるため，被告人，弁護人は勿論

のこと，被告人の親族など事件関係者

も，刑事裁判に出頭し，あるいは傍聴す

る際には青森地裁八戸支部まで足を運ば

なければならない，という不都合が生じ

ている。 

 このような非常駐検察庁の問題は，被

告人に対する十分な弁護活動を保障する

上で障害となるばかりか，司法を利用す

る市民の時間的・経済的負担が増大する

という弊害をも生じさせるものであり，

看過ごすことができない。 

６ そこで，当市議会は，国に対して，地

域の司法基盤の充実を求めるべく，下記

の事項を要請する。 

記 

（１）青森地方裁判所十和田支部において

労働審判が開催できるようにするこ
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と 

（２）青森家庭裁判所十和田支部に家庭裁

判所調査官を常駐させること 

（３）青森地方検察庁十和田支部に検察官

を常駐させ，青森地方裁判所十和田

支部において，勾留中の被告人の刑

事裁判も扱うようにすること 

 以上，地方自治法第９９条の規定に基

づき意見書を提出する。 

 平成２５年６月２０日 

青森県三沢市議会 

（提出先） 

内閣総理大臣 

衆議院議長 

参議院議長 

最高裁判所長官 

法務大臣 

検事総長 

 以上でございます。 

○議長（舩見亮悦君） お諮りします。 

 この議案は、議員提出議案でもありますの

で、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会付託を省略し、本会議審議にしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

委員会付託を省略します。 

 これより、質疑を行いますが、通告があり

ませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議員提出議案第４号は、原案のとおり決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

議員提出議案第４号青森地家裁十和田支部管

内の司法の充実を求める意見書案の提出につ

いては、原案のとおり決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２１ 基地対策特別委員会

中間報告 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２１ 基地対

策特別委員会中間報告を議題とします。 

 １６番山本議員。 

○１６番（山本弥一君） 本委員会において

審査中の事件について、会議規則第４５条第

２項の規定に基づき、中間報告をいたしま

す。 

 本委員会は、去る６月１４日、基地周辺対

策要望について、会議を開催いたしました。 

三沢市議会においては、従来から設置されて

きた基地対策特別委員会でありますが、基地

所在に伴い発生する諸問題の解決は、地方自

治体が独自でできるものではなく、国の責任

において行われるべきものであるとの認識で

一致しており、これに基づき、三沢基地周辺

の生活環境の整備や、民生安定のためのさま

ざまな施策の実施を国に対し強く要望してき

たところであります。 

 そこで、本委員会の活動の柱として行って

きた基地周辺対策に関する要望を今年度も引

き続き実施することとし、はじめに、執行部

から具体的な要望案について説明をいただ

き、それをもとに、委員会で協議いたしまし

た。 

 今年度の要望項目については、昨年度から

の継続であります。 

 三沢飛行場第二滑走路の早期着工につい

て、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す

る法律の運用改善について、再編交付金の交

付期間の延長について、集団移転跡地の有効

利用について、航空機騒音の規制措置につい

て、基地周辺住民対策の充実について、地域

振興に対する支援について、国有提供施設等

所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村

調整交付金の改善についての８項目と、新規

１項目の生活環境等の整備に対する支援につ

いて、合わせて計９項目について実施するこ

とにいたしました。 

 なお、要望の時期及び要望先については、

今後、執行部と協議しながら調整の上、決定

することといたしております。 

 以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ
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とを申し添え、基地対策特別委員会の中間報

告とさせていただきます。 

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、基地対策特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第２２ 新エネルギー導入促

進特別委員会中間報

告 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２２ 新エネ

ルギー導入促進特別委員会中間報告を議題と

します。 

 １４番小比類巻雅彦議員。 

○１４番（小比類巻雅彦君） 本委員会にお

いて審査中の事件について、会議規則第４５

条第２項の規定に基づき、中間報告をいたし

ます。 

 本委員会は、これまで、新エネルギー導入

に関して、各種事業の計画について執行部よ

り説明を受けてまいりました。その中でも、

効果の点から最も関心と必要性を感じたメガ

ソーラー設置事業に絞って検討・協議してま

いりましたが、このほど、三沢市新エネル

ギー推進協議会で出された最終報告につい

て、また、それを受けて、市としてのメガ

ソーラー事業の計画及び今後の新エネルギー

導入事業について説明を執行部より受けまし

た。 

 説明では、三沢市新エネルギー推進協議会

から、事業提案骨子として８事業の提案が出

され、その中でもメガソーラー事業について

は、財政面等を考慮しても困難であるとの判

断から、メガソーラー事業については断念す

るとし、今後、市としては、その他事業提案

されたものについて、継続して調査・研究を

していくとの説明がありました。 

 委員からは、メガソーラー事業を断念する

に当たって、県や地元企業と共同して事業を

推進していく考えはないのかなどの質問があ

りましたが、本委員会として、市直営での事

業推進について断念することについては、大

筋了承するものであります。 

 今後、本委員会としますと、小中学校への

太陽光発電施設の導入、温泉廃湯熱を利用し

たロードヒーティング技術の開発、市道の交

通信号機へ太陽光発電設備の導入、防犯と隣

接する集会所を組み合わせ太陽光及び小型風

力発電設備の導入、スマートコミュニティー

構想、スマートエネルギー構想の導入推進に

向けた環境条件の整備につきましては、協

議・検討、あるいは先進地視察などの研修を

重ねてまいります。 

 以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、新エネルギー導入促進特別委

員会の中間報告といたします。 

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、新エネルギー導入促進特別委員会

については、引き続き閉会中の継続審査とし

ます。 

───────────────── 

  ◎日程第２３ 総務文教常任委員会

所管事務調査報告 



― 72 ― 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２３ 総務文

教常任委員会所管事務調査報告を議題としま

す。 

 ５番瀬崎議員。 

○５番（瀬崎雅弘君） 去る３月２８日に開

催いたしました総務文教常任委員会所管事務

調査の内容について御報告申し上げます。 

 今回の委員会は、平成２５年３月２２日の

新聞報道により、市内の小学校教諭による体

罰が明らかになったことから、急遽開催した

ものであります。 

 市教育委員会の説明によると、当該小学校

教諭は、平成２４年９月２７日、給食時に１

人の児童がふざけているように見受けられた

ことから、後頭部を背後から足の甲で１回

蹴ったとのことであります。 

 当初、教諭に体罰の認識はなく、校長らへ

報告はしておりませんでしたが、保護者が１

２月に入り学校に問い合わせたことで体罰が

発覚、その際、保護者及び当該児童に謝罪し

たとのことであります。 

 同日、学校は市教育委員会に報告し、その

後、保護者全体に対し概要説明を実施、市教

育委員会を通じ報告を受けた県教育委員会

は、当該教諭を平成２５年２月１８日付で戒

告処分とし、同年３月２１日、公表に至った

とのことであります。 

 今後の対策としては、組織的な教員指導

や、体罰を含めた服務事故防止に向けた支

援、指導管理を学校、教育委員会が一体とな

り、徹底するとのことでありました。 

 説明の後、委員からは、本事案の公表につ

いて、県教育委員会に権限があることは理解

するが、発表まで時間がかかり過ぎているこ

とに対し、情報提供を強く要望すべきとの意

見や、もっと迅速な対応ができるような体制

改善が必要ではないかとの意見が出されまし

た。 

 今回の体罰については、一歩間違えれば大

事に至る深刻な問題であり、今後、教師、児

童・生徒との信頼関係をいかに構築していく

かが課題であります。 

 当委員会としても、次代を担う子供たちが

健やかに育ち学べる学校現場、教育環境の構

築に向け、今後も意見・提言をしてまいりた

いと考えております。 

 以上、総務文教常任委員会の所管事務調査

報告といたします。 

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 総務文教常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。 

───────────────── 

  ◎日程第２４ 産業建設常任委員会

所管事務調査報告 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２４ 産業建

設常任委員会所管事務調査報告を議題としま

す。 

 １０番春日議員。 

○１０番（春日洋子君） 先般、６月５日に

行いました産業建設常任委員会の所管事務調

査について、その概要を御報告申し上げま

す。 

 今回は、建設部の所管する事務事業で、古

間木団地建てかえ事業についてと、都市計画

道路３・４・３号中央町金谷線についての２

件、経済部の所管する事務事業で、スカイプ

ラザミサワの運営状況についての、計三つの

案件について調査いたしました。 

 はじめに、古間木団地建てかえ事業につい

て、執行部から建設設計完了後の事業概要の

説明があり、当初の計画では２３棟７０戸と

していた建てかえ戸数が、建物の配置等を考

慮した結果、１４棟６５戸に変更となり、総

事業費は約１３億８,０００万円となる見込み

で、平成３０年度の全面供用開始を目標に事

業を進めていくとのことでありました。 

 委員からは、事業費について、できる限り

無駄を省き、市場価格等も参考にしながら精

査し、進めてほしいとの要望が出されたとこ

ろであります。 
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 次に、青い森鉄道をまたいで千代田町と春

日台を結ぶ都市計画道路３・４・３号中央町

金谷線についてでありますが、当該路線の整

備については、県事業により平成５年度から

実施されており、平成１８年度に技術基準の

改定や設計諸条件の変更等があり、橋梁等の

設計変更が生じたことによる工事のおくれは

あるものの、平成２４年度末での進捗率は９

０％とのことでありました。 

 今年度は、橋をかける工事に取りかかる予

定とのことで、平成２８年度の供用開始を目

指し、着実な事業進捗を図っていくとのこと

でありました。 

 今回取り上げました二つの事業について

は、事業期間も長く、また、多額の事業費を

要するとともに、市内の交通利便性、市民の

生活利便性の向上が期待されることから、引

き続き注視してまいりたいと考えておりま

す。 

 続いて、スカイプラザミサワの運営状況に

ついてでありますが、はじめに執行部から、

去る５月２９日に開かれたスカイプラザミサ

ワ株式会社の定時総会において取締役員の選

任が行われ、７人の取締役のうち、三沢市副

市長をはじめ２人が辞任し、新たに三沢市経

済部長をはじめとする５人の取締役が選任さ

れ、合計１０人の取締役が選任されたとの報

告がありました。 

 次に、平成２４年度の事業実績として、テ

ナント数が５店舗ふえるとともに、売上高が

前年度比２１３％増の約１億２,０００万円で

あったこと。 

 また、平成２５年度は、商工会で運営して

いた街の駅みさわを、スカイプラザミサワに

全ての業務を移管し、会社のコンセプトに合

う販売を進めるとともに、空き店舗へのテナ

ント誘致や自主イベントの開催など、当該施

設を三沢市の名所にすることを目指し、３割

以上の売り上げ増を目標にしているとの説明

がありました。 

 委員からは、運営状況を評価する一方、販

売スタッフにアメリカ人を採用するなどの、

より一層の工夫が必要との意見が出されまし

た。 

 当該施設は、中心市街地の拠点施設であ

り、中心市街地の活性化には重要な存在の一

つでありますので、今後も引き続きその動向

を注視し、必要に応じて調査・助言をしてま

いりたいと考えております。 

 以上をもちまして、産業建設常任委員会の

所管事務調査報告とさせていただきます。 

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 産業建設常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。 

───────────────── 

  ◎日程第２５ 民生常任委員会所管

事務調査報告 

○議長（舩見亮悦君） 日程第２５ 民生常

任委員会所管事務調査報告を議題とします。 

 ９番野坂議員。 

○９番（野坂篤司君） 去る５月２０日に開

催いたしました民生常任委員会所管事務調査

の内容について報告を申し上げます。 

 今回の委員会では、三沢市における生活保

護の実態について、三沢市及び近隣町村の老

人介護施設の状況、火災多発非常事態宣言に

関する事項について、以上３件につきまして

所管事務調査を行いました。 

 はじめに、三沢市における生活保護の実態

については、当市における生活保護世帯数

は、平成２４年度、対前年比増加率１割を

切ったものの、平成２５年１月には４０３世

帯と過去最高になり、今後さらに増加してい

くものと予想されます。 

 また、相談件数も対前年比約４割増加して

いるとの説明がございました。 

 委員からは、生活保護費不正受給対策につ

いて、市ではどのような対応をしているのか

との質問に対し、執行部から、生活保護申請

時に、収入についての周知徹底をしているほ
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か、受給世帯に対し、日ごろから家庭訪問等

個人面接を行い、制度の周知を行っていると

の説明がありました。 

 次に、三沢市及び近隣町村の老人介護施設

の状況については、介護保険対象施設の待機

者は多いものの、日帰り介護施設の待機者は

ゼロであるという報告がありました。 

 近隣町村の施設設置状況及び施設開設まで

の流れにつきまして、さらに説明がありまし

た。 

 委員からは、待機者を減らすための市の対

応についての質問に対し、市の介護保険施設

整備計画において、施設の設置を計画してい

るとの回答がございました。 

 最後に、当市では、昨年の同時期と比較し

て、７件多い１３件の火災が発生しており、

火災多発非常事態をはじめて宣言されまし

た。 

 それに伴い、関係団体等と連携を図り、警

戒態勢を強化し、市民の防火意識の徹底に努

めているとの執行部より説明がありました。 

 委員からは、火災予防の観点から、火災報

知器の設置率の質問に対し、執行部から、設

置率は７３％であるとの回答がありました。 

 また、今後も火災予防の啓発活動に努めて

いただきたいとの要望がございました。 

 本委員会としては、市民の生活向上、安

心・安全な暮らしの確保を第一に、今後とも

随時調査を行い、意見・提言してまいりたい

と考えております。 

 以上、民生常任委員会の所管事務調査報告

といたします。 

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（舩見亮悦君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 民生常任委員会の所管事務調査について

は、委員長報告のとおり御了承願います。 

───────────────── 

○議長（舩見亮悦君） 以上で、本定例会に

付議された事件は全て議了いたしました。 

───────────────── 

  ◎市長挨拶 

○議長（舩見亮悦君） ここで、特に市長よ

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 平成２５年三沢市議

会第２回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶申し上げます。 

 今定例会は、去る６月１０日開会され、本

日まで１１日間にわたり、平成２５年度三沢

市一般会計補正予算及び各特別会計補正予算

をはじめ、行政運営上必要な条例の制定等、

１８の案件について慎重なる御審議を賜り、

それぞれ原案どおり御議決、御承認、御同意

を賜りまして、衷心より感謝申し上げます。 

 御議決を賜りました議案の執行に当たりま

しては、御審議の過程におきまして、議員各

位から賜りました御意見、御提言等を十分尊

重し、最善の効果をおさめるよう努力を傾注

してまいりますので、何とぞ一層の御支援、

御協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

───────────────── 

○議長（舩見亮悦君） これをもって、平成

２５年三沢市議会第２回定例会を閉会しま

す。 

午前１０時５２分 閉会   
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